
 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-1 工 事 範 囲 図 





解体範囲

門扉の稼働範囲アスファルト舗装は残置する。



解体範囲

解体範囲



※１　浸出液移送管、揚水管、放流管等の配管類は解体対象とする。
※２　浸出液集水ピットの塩ビライニング鋼管等の配管類は解体対象とする。

マンホール（桝）

※３　既設放流管及びマンホール（桝）は解体対象とする。

既設放流管（詳細は後頁の平面図を参照）



解体撤去対象
※　給水管、水道、タンク、集水桝、エア抜き、排泥、オーバーブロー管全て解体撤去対象とする。
　　なお、図面に記載していない給水管及び給水管に接続する配管類は、全数解体撤去の対象とする。
※　復旧アスファルト舗装は基層t=50（密粒度アスコン）、路盤t=100（M-30粒調砕石）とする。

給水管（給水タンク含む）撤去工事



解体撤去対象

桝 解体撤去対象

既設放流管及びマンホール撤去工事

既設放流管

※　既設放流管に接続する桝は全数解体撤去対象とする。
　　なお、マンホールの設置数は13箇所にとらわれず、全箇所を解体撤去するものとする。
※　復旧アスファルト舗装は基層t=50（密粒度アスコン）、路盤t=100（M-30粒調砕石）とする。


